
　　気象庁や気象台から発表される『特別警報』、『大雨・洪水警報』、台風時の『暴風警報』、または冬季の『大雪警報』

　 が発令された場合、および地震発生時の登下校は以下の通りとします。

　　翌日（週末の場合は翌週はじめ）午前中に警報が発令されることが十分に予想される、または、登校に支障をきたす

　　恐れがあると判断されるときは、翌日の対応を決定し、本校ＨＰへの掲載および連絡用メール等で配信します。

　　なお、生徒の下校前に決定した場合は、生徒にも対応について周知させます。

　　

　　　○『特別警報』

　　　　　　午前６：００の時点で、久留米市に『特別警報』が発令されている場合は臨時休校とします。（部活動を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　※特別警報の『高潮』、『波浪』の場合は除きます。

　　　　　　　※特別警報とは、数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪等が予想される場合、現象の種類に応じて

　　　　　　　　　「大雨」、「暴風」、「高潮」、「波浪」、「暴風雪」、「大雪」の特別警報として発表されます。

　　　　　　　　 特別警報の対応の原則は、『ただちに命を守る行動を取る』ことです。

　　　○『警報』

　　　　　　午前６：００の時点で、久留米市に『大雨（土砂災害）・洪水警報』あるいは『暴風警報』、『大雪警報』が発令

　　　　　　されている場合は、午前１０：００まで自宅待機をしてください。

　　　　　　　※警報が『大雨警報』または『洪水警報』のみの場合は自宅待機ではありませんので、安全を確認しながら

　　　　　　　　　登校してください。

　　　　　　①午前１０：００までに上記の警報が解除になった場合（『大雨警報』または『洪水警報』のみとなった場合を

　　　　　　　 含む）は、午後１２：３０からＳＨＲ、午後１２：４０から４限目以降の授業、課外授業、部活動などを実施します

　　　　　　　 ので、安全に留意して登校してください。

　　　　　　　※スクールバスについては、各コースとも始発のバス停を午前１１：００に出発します。（登校１便のみ）

　　　　　　　　なお、交通渋滞等が予想されますので、時間に余裕をもって行動してください。

　　　　　　②午前１０：００までに上記の警報が解除にならない場合、当日は臨時休校とします。（スクールバスも運休）

　　　　　　　　したがって、部活動を含めて登校しないでください。

　　　　　　  ※ただし、今後の天候回復と久留米市に発令中の上記警報の解除が見込まれ、生徒の登校に支障がない

　 　　　　　　  と判断される場合には、登校となる場合がありますのでご注意ください。その場合、 ①の対応となります。

 　 　　　　　　なお、連絡については本校ＨＰへの掲載および連絡用メール等で配信します。

　　　　　　③土曜日や午前中の短縮授業の際、午前６：００の時点で上記の警報が出ている場合は臨時休校とします。

　　　　　　　　したがって、部活動を含めて登校しないでください。

　　　○『自分の居住する市町村への警報発令時の対応について』　※（担任へ連絡してください）

　　　　　　久留米市には警報が出ていないが、午前６：００の時点で自分の居住する市町村に『特別警報』が発令されて

　　　　　　いる場合は、登校はせず生命を守る行動を取ってください。

　　　　　　また、『大雨（土砂災害）・洪水警報』、『暴風警報』、ならびに『大雪警報』が発令されている場合は自宅待機

　　　　　　をしてください。警報が午前１０：００までに解除とならない場合は登校しないでください。

　　　　　　午前１０：００までに解除になった場合は、安全に留意して登校してください。

祐誠高等学校　緊急時の対応について　　　

　◎前日に対応を決定した場合

◎前日に対応を決定できない場合



　　　○『登校前や登校中の警報発令時の対応について』　※（担任へ連絡してください）

　　　　　　　午前６：００から登校までに、久留米市または自分の居住する市町村に『特別警報』が発令された場合は、

　　　　　　　登校はせず生命を守る行動を取ってください。

　　　　　　　また、『大雨（土砂災害）・洪水警報』、『暴風警報』、ならびに『大雪警報』が発令された場合は、自宅で

　　　　　　　待機してください。警報が午前１０：００までに解除とならない場合は登校しないでください。

　　　　　　　登校中の場合は、安全を確認してから原則帰宅してください。

　　　　　　　ただし、すでに登校している場合は学校で待機してください。学校の近くまで来ている場合には、安全に

　　　　　　　留意して登校してください。

　　　　　　　午前１０：００までに警報が解除になった場合は、安全に留意して登校してください。

　　　　　　　※スクールバスは、状況によっては対応できないことがありますので、本校ＨＰ等で確認してください。

　　　○『公共交通機関の運休』　※（担任へ連絡してください）

　　　　　　公共の交通機関が運休や遅延の影響で登校できない場合は、自宅等で待機してください。

　　　　　　その後、運転が再開された場合は、安全を確認して登校してください。

　　　○『地震』

　　　　　　地震については以下の通りとします。

　　　　　　前日の午後５：００から当日の午前８：４５までに、久留米市または筑後地方で震度５弱以上の地震が発生した

　　　　　　場合は臨時休校とします。

　　　　　　また、登校中に地震が発生した場合や『緊急地震速報』が発令された場合は安全な場所に避難後、原則帰宅

　　　　　　してください。

　　　　　　すでに登校している場合は、学校で待機してください。ただし、学校の近くまで来ている場合は安全に留意して

　　　　　　登校してください。

　　　　　　（生徒が判断しなければならないので、ご家庭でも十分に確認しておいてください）

　　　　　　翌日以降の学校再開・休校等の連絡については、本校のＨＰへの掲載および連絡用メール等で配信します

　　　　　　ので確認してください。

　　　○『その他の対応について』　※（担任へ連絡してください）

　　　　　　自分の居住する地域の状況により登校が危険であると生徒および家庭で判断される場合は、自宅待機して

　　　　　　ください。

　　　　登校後、久留米市または生徒の居住する市町村に『特別警報』あるいは『大雨・洪水警報』、『暴風警報』、または

　　　　『大雪警報』が発令された場合や、警報発令が十分予想される場合、ならびに『震度５弱以上』の地震が発生した

　　　　場合には、生徒に安全について周知させるとともに本校ＨＰへの掲載および連絡用メール等で配信します。

　　　　また、必要に応じて保護者と連携し、安全に留意した上でできるだけ早く下校させます。　　　　

　　　　１．午前６：００の時点で、久留米市に『特別警報』あるいは『大雨・洪水警報』、『暴風警報』、または『大雪警報』が

　　　　　発令されている場合や、『震度５弱以上』の地震が発生した場合には、当日は臨時休校とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スクールバスも運休）

　　　　　　　※特別警報の『高潮』、『波浪』の場合は除く。また、警報が『大雨警報』または『洪水警報』のみの場合は

　　　　　　　　 自宅待機ではありませんので、安全を確認しながら登校してください。

         ２．臨時休校により実施できなかった日の試験は、原則定期考査最終予定日の次の登校日に実施します。

　　　　　　

　　 ◎出欠の取り扱いについて

　　　　　　緊急時の対応により、やむを得ず登校できなかった生徒については、事情を考慮し、出欠の取り扱いには

　　　　　　配慮します。

　　◎緊急時の下校について

　◎定期考査時の対応について


